
件　　　　　　　名 備　考

第 31 号議案 宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について ３月１０日提出

第 32 号議案 令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第14号） ３月１０日提出

第 33 号議案 令和２年度宍粟市病院事業特別会計補正予算（第７号） ３月１０日提出

第98回宍粟市議会定例会　上程議案等一覧（追加）

議案番号



第３１号議案 

 

   宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の

規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年３月１０日提出 

 

                      宍粟市長 福 元 晶 三 

 



宍粟市条例第 号 

宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成17年宍粟市条例第52号）の一部を次のように改

正する。 

附則に次の６項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に対処するための院内感染防止業務手当の特例） 

９ 公立宍粟総合病院の区域内において、特定期間（令和３年１月１日から同年３月31日までの

期間をいう。ただし、附則第11項の夜間コロナ病床等安定運用手当の支給については、令和２

年12月31日から翌日にかけて又は令和３年３月31日から翌日にかけて引き続いて勤務をする場

合にあっては、当該勤務時間の全てを当該期間に含むものとする。以下同じ。）内に、職員が

次に掲げる業務に従事したときに、その者に対して院内感染防止業務手当を支給する。 

(１) 新型コロナウイルス感染症病棟その他これに準ずる区域又は新型コロナウイルス感染症

の病原体に汚染されているおそれの著しい区域として市長が指定する区域内で行う新型コロ

ナウイルス感染症が病院内にまん延しないように必要な措置を講じる業務として市長が認め

るもの（以下「院内感染防止業務」という。） 

(２) 前号に掲げる区域以外の区域で行う院内感染防止業務

10 前項に規定する業務に従事した場合における手当の額は、当該業務に従事した日１日につき、

次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 前項第１号の業務 1,500円（新型コロナウイルス感染症患者が現に入院している病室

その他新型コロナウイルスがまん延しているおそれが極めて高い区域内において、高度の知

識、技能又は経験が必要な院内感染防止業務として市長が指定するものに従事する場合にお

いては、2,000円） 

(２) 前項第２号の業務 1,000円

 （新型コロナウイルス感染症に対処するための夜間コロナ病床等安定運用手当の特例） 

11 公立宍粟総合病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師が、公立宍粟総合病院の新型コロ

ナウイルス感染症病棟その他これに準ずる区域において、特定期間内の正規の勤務時間による

勤務の一部又は全部が深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）にお

いて行われる看護の業務又は宿直勤務に従事した場合は、夜間コロナ病床等安定運用手当を支

給する。この場合において、別表第２の夜間看護手当は、支給しない。 

12 前項に規定する業務に従事した場合における手当の額は、当該勤務１回につき、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満である場合 8,600円

(２) 深夜における勤務時間が４時間以上である場合（次号の場合を除く。） 9,300円
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(３) 勤務時間が深夜全部を含む場合 17,900円 

(４) 救急の外来患者等に関する看護又は事務処理等のための宿直勤務 6,000円（午前０時

以後に前項に規定する勤務を開始する場合にあっては、3,000円） 

（新型コロナウイルス感染症に対処するための夜間等新型コロナ患者等診療手当の特例） 

13 公立宍粟総合病院に勤務する医師が、公立宍粟総合病院の区域内において、特定期間内の休

日又は時間外に、新型コロナウイルス感染症患者等に対して行う診断又は治療等の業務であっ

て市長が指定する業務に従事した場合は、夜間等新型コロナ患者等診療手当を支給する。 

14 前項に規定する業務に従事した場合における手当の額は、当該勤務１回につき、次の各号に

掲げる当該業務に従事した時間の区分に応じ、当該各号に定める額（同じ日に緊急診療従事手

当に係る作業に併せて夜間等新型コロナ患者等診療手当に係る作業に従事した場合は、当該額

及び別表第２に規定する緊急診療従事手当の額の合計額）とする。 

(１) 深夜 15,000円 

(２) 深夜以外 10,000円 

 別表第２夜間看護手当の項中「（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）」

を削り、「４時間以上である勤務」を「４時間以上である勤務（勤務時間が深夜の全部を含む勤

務を除く。）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例（次項

において「改正後の条例」という。）の規定は、令和３年１月１日から適用する。 

 （特殊勤務手当の内払） 

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宍粟市職員の特殊勤務手当に関す

る条例の規定に基づき支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の

内払とみなす。 
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宍
粟
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
条
文
 

 

現
 
 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

 
 

 
附
 
則
 

１
～

８
 
（
略
）
 

 
 
附
 
則
 

１
～
８
 
（
略
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
処
す
る
た
め
の
院
内
感
染
防
止
業
務
手
当
の
特
例
）
 

９
 
公
立
宍
粟
総
合
病
院
の
区
域
内
に
お
い
て
、
特
定
期
間
（
令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
同
年

３
月
3
1日

ま
で
の
期

間
を
い
う
。
た
だ
し
、
附
則
第
1
1項

の
夜
間
コ
ロ
ナ
病
床
等
安
定
運
用

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
1
2月

3
1日

か
ら
翌
日
に
か
け
て
又
は
令
和
３
年
３
月

3
1
日
か
ら
翌
日
に
か
け
て
引
き
続
い
て
勤
務
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
勤
務
時
間
の

全
て
を
当
該
期
間
に
含
む
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
、
職
員
が
次
に
掲
げ
る
業
務

に
従
事
し
た
と
き
に
、
そ
の
者
に
対
し
て
院
内
感
染
防
止
業
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

(
１

)
 

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

病
棟

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
区

域
又

は
新

型
コ

ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
病

原
体

に
汚

染
さ

れ
て

い
る

お
そ

れ
の

著
し

い
区

域
と

し
て

市

長
が

指
定

す
る

区
域

内
で

行
う

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

が
病

院
内

に
ま

ん
延

し

な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
業
務
と
し
て
市
長
が
認
め
る
も
の
（
以
下
「
院
内
感

染
防
止
業
務
」
と
い
う
。
）
 

 
(
２
) 

前
号
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域
で
行
う
院
内
感
染
防
止
業
務
 

1
0
 
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
手
当
の
額
は
、
当
該
業
務
に
従
事
し

た
日
１
日
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と

す
る
。
 

(
１
)
 
前
項
第

１
号

の
業
務
 

1
,5
0
0
円
（
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス

感
染
症
患
者
が
現
に
入

院
し

て
い

る
病

室
そ

の
他

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
が

ま
ん

延
し

て
い

る
お

そ
れ

が
極

め

て
高
い
区
域
内
に
お
い
て
、
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
が
必
要
な
院
内
感
染
防
止
業

務
と
し
て
市
長
が
指
定
す
る
も
の
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
2
,0
0
0円

）
 

(
２
)
 
前
項
第
２
号

の
業
務
 
1
,
0
00
円
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
処
す
る
た
め
の
夜
間
コ
ロ
ナ
病
床
等
安
定
運
用
手
当
 

 
の
特
例
）
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現
 
 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

1
1
 
公
立
宍
粟
総
合
病
院
に
勤
務
す
る
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
が
、
公
立
宍
粟
総
合

病
院
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
病
棟
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
に
お
い
て
、
特
定

期
間
内
の
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一
部
又
は
全
部
が
深
夜
（
午
後
1
0時

か
ら
翌
日

の
午
前
５

時
ま
で
の

間
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い

て
行
わ
れ
る

看
護
の
業
務
又
は
宿

直
勤
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
夜
間
コ
ロ
ナ
病
床
等
安
定
運
用
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
別
表
第
２
の
夜
間
看
護
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。
 

1
2
 
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
手
当
の
額
は
、
当
該
勤
務
１
回
に
つ

き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
１
)
 
深
夜
に
お
け

る
勤
務
時
間
が
２
時
間
以
上
４
時
間
未
満
で
あ
る
場
合
 
8
,6
0
0円

 

(
２
)
 
深
夜
に
お
け

る
勤
務
時
間
が
４
時
間
以
上
で
あ
る
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く
。）

 
 
 

 
 
9
,
3
0
0円

 

(
３
)
 
勤
務
時
間
が

深
夜
全
部
を
含
む
場
合
 
1
7
,
90
0
円
 

(
４

)
 

救
急

の
外

来
患

者
等

に
関

す
る

看
護

又
は

事
務

処
理

等
の

た
め

の
宿

直
勤

務
 

6
,
0
00
円
（
午
前
０

時
以
後
に
前
項
に

規
定
す
る
勤
務

を
開
始
す
る

場
合
に
あ
っ
て

は
、

3
,
0
0
0円

）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
対
処
す
る
た
め
の
夜
間
等
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
等
診
療
 

手
当
の
特
例
）
 

1
3
 
公
立
宍
粟
総
合
病
院
に
勤
務
す
る
医
師
が
、
公
立
宍
粟
総
合
病
院
の
区
域
内
に
お
い
て
、

特
定
期
間
内
の
休
日
又
は
時
間
外
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
等
に
対
し
て
行

う
診
断
又
は
治
療
等
の
業
務
で
あ
っ
て
市
長
が
指
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
夜
間

等
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
等
診
療
手
当
を
支
給
す
る
。
 

1
4
 
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
手
当
の
額
は
、
当
該
勤
務
１
回
に
つ

き
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
（
同
じ
日
に
緊
急
診
療
従
事
手
当
に
係
る
作
業
に
併
せ
て
夜
間
等
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
等

診
療
手
当
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
は
、
当
該
額
及
び
別
表
第
２
に
規
定
す
る
緊
急
診

療
従
事
手
当
の
額
の
合
計
額
）
と
す
る
。
 

(
１
)
 
深
夜
 
1
5,
0
0
0円
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現
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

(
２
)

深
夜
以
外
 
1
0,
0
0
0円

別
表

第
２
（
第
1
1条

関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
1
1条

関
係
）
 

種
類
 

基
準
 

金
額
 

支
給
範
囲
 

種
類
 

基
準
 

金
額
 

支
給
範
囲
 

（
略
）
 

（
略
）
 

夜
間
看
護
手

当
 

 正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一

部
又
は
全
部
が
深
夜
（
午
後
10
時
か
ら

翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
看

護
等
の
業
務
に
従
事
し
た
助
産
師
、
看

護
師
及
び
準
看
護
師
 

 
夜
間
看
護
手

当
 

 正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
一

部
又
は
全
部
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ

れ
る
看
護
等
の
業
務
に
従
事
し
た
助

産
師
、
看
護
師
及
び
準
看
護
師
 

１
回
 

1
1
,
9
0
0円

 勤
務
時
間
が
深
夜
の
全
部
を
含
む
勤

務
 

１
回
 

1
1
,
9
0
0円

 勤
務
時
間
が
深
夜
の
全
部
を
含
む
勤

務
 

１
回
 

6
,
3
0
0円

 深
夜
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
４
時
間

以
上
で
あ
る
勤
務
 

１
回
 

6
,
3
0
0円

 深
夜
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
４
時
間

以
上
で
あ
る
勤
務
（
勤
務
時
間
が
深
夜

の
全
部
を
含
む
勤
務
を
除
く
。
）
 

 

１
回
 

5
,
6
0
0円

 深
夜
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
２
時
間

以
上
４
時
間
未
満
の
勤
務
 

１
回
 

5
,
6
0
0円

 深
夜
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
２
時
間

以
上
４
時
間
未
満
の
勤
務
 

（
略
）
 

（
略
）
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第
３
２
号
議
案

 

 

令
和
２
年
度
宍
粟
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

1
4
号
）

 

 

令
和
２
年
度
宍
粟
市
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

1
4
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

9
9
,
7
2
4
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

2
9
,
3
9
5
,
6
1
9
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
｢
第
１
表

 
歳
入

歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
。

 

（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

 

第
２
条

 
繰
越
明
許
費
の
追
加
は
、
「
第
２
表

 
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

 

（
地
方
債
の
補
正
）

 

第
３
条

 
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
３
表

 
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

 

 

令
和
３
年
３
月
１
０
日
提
出

 

 

宍
粟
市
長

 
 
福

 
元

 
晶

 
三

 
 

      

-
 
1
 
-
 



款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

－
2
－

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

国
庫

支
出

金
1
5

7
,
0
7
9
,
8
5
2

3
0
,
8
8
6

7
,
1
1
0
,
7
3
8

国
庫

補
助

金
2

5
,
7
8
8
,
1
0
9

3
0
,
8
8
6

5
,
8
1
8
,
9
9
5

繰
入

金
1
9

5
6
0
,
1
3
0

7
3
8

5
6
0
,
8
6
8

基
金

繰
入

金
1

3
7
1
,
4
0
7

7
3
8

3
7
2
,
1
4
5

市
債

2
2

2
,
4
0
7
,
5
9
5

6
8
,
1
0
0

2
,
4
7
5
,
6
9
5

市
債

1
2
,
4
0
7
,
5
9
5

6
8
,
1
0
0

2
,
4
7
5
,
6
9
5

2
9
,
3
9
5
,
6
1
9

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
9
,
2
9
5
,
8
9
5

9
9
,
7
2
4



－
3
－

補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

教
育

費
9

2
,
2
8
8
,
2
2
5

9
9
,
7
2
4

2
,
3
8
7
,
9
4
9

小
学

校
費

 
2

3
0
8
,
7
0
4

1
2
,
8
3
7

3
2
1
,
5
4
1

中
学

校
費

 
3

1
8
9
,
9
8
4

8
6
,
8
8
7

2
7
6
,
8
7
1

2
9
,
3
9
5
,
6
1
9

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
9
,
2
9
5
,
8
9
5

9
9
,
7
2
4



- 
4 
-

追
　

加
（

単
位

：
千

円
）

変
　

更
（

単
位

：
千

円
）

小
学

校
費

1
2
,
8
3
7

第
 　

　
２

 　
　

表
 　

　
　

　
　

 繰
 　

　
越

 　
　

明
 　

　
許

 　
　
費
 
　
　
補
 
　
　
正

款
項

事
　

　
業
　
　
名

金
　
　
　
額

起
　

債
　

の
　
目
　
的

補
　
正

　
前

補
　

正
　

後

学
校

施
設

営
繕

事
業

学
校

施
設

ト
イ

レ
改

修
事

業

教
育

施
設

整
備

事
業

94
,6
00

16
2,
70
0

限
　
度

　
額

限
　

度
　

額

第
 　

　
３

 　
　

表
 　

　
　

　
　

 地
 　

　
方

 　
　

債
 　

　
補
　
 
　
正

教
育

費
中

学
校

費
8
6
,
8
8
7

教
育

費



－
5
－

款
計

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

１
　
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

補
 
正
 
前
 
の
 
額

補
 
 
正
 
 
額

1
5

国
庫

支
出

金
3
0
,
8
8
6

7
,
1
1
0
,
7
3
8

7
,
0
7
9
,
8
5
2

1
9

繰
入

金
7
3
8

5
6
0
,
8
6
8

5
6
0
,
1
3
0

2
2

市
債

6
8
,
1
0
0

2
,
4
7
5
,
6
9
5

2
,
4
0
7
,
5
9
5

歳
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
9
,
2
9
5
,
8
9
5

9
9
,
7
2
4

2
9
,
3
9
5
,
6
1
9



地
方

債

補
正

前
の

額
計

補
 
正
 
額

款

－
6
－

（
単
位
：
千
円
）

特
 
 
 
 
定
 
 
 
 
財
 
 
 
 
源

一
般
財
源

国
県

支
出

金
そ

の
他

補
正

額
の

財
源

内
訳

歳
出

7
3
8

6
8
,
1
0
0

3
0
,
8
8
6

9
9
9
,
7
2
4

2
,
3
8
7
,
9
4
9

2
,
2
8
8
,
2
2
5

教
育

費

歳
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
9
,
2
9
5
,
8
9
5

9
9
,
7
2
4

2
9
,
3
9
5
,
6
1
9

3
0
,
8
8
6

6
8
,
1
0
0

7
3
8



－
7
－

一
般
会
計

15
  
国
庫
支
出
金

２
　
歳
　
入

（
単
位
：
千
円
）

国
庫
補
助
金

2
国
庫
支
出
金

（
款
）

1
5

（
項
）

補
 
正
 
額

説
 
 
 
 
明

金
 
 
 
額

区
 
 
 
分

節
計

補
正
前
の
額

目

4
,
2
7
9

小
学
校
費
補
助
金

2
3
0
,
8
8
6

教
育
費
国
庫
補
助
金

5
1
9
4
,
2
8
6

1
6
3
,
4
0
0

4
,
2
7
9

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金

2
6
,
6
0
7

中
学
校
費
補
助
金

3
2
6
,
6
0
7

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金

5
,
8
1
8
,
9
9
5

3
0
,
8
8
6

5
,
7
8
8
,
1
0
9

計

基
金
繰
入
金

（
項
）

1
繰
入
金

（
款
）

1
9

7
3
8

公
共
施
設
等
整
備
基

1
7
3
8

公
共
施
設
等
整
備
基

3
6
3
,
5
1
5

6
2
,
7
7
7

7
3
8

公
共
施
設
等
整
備
基
金
繰
入
金

金
繰
入
金

金
繰
入
金

3
7
2
,
1
4
5

7
3
8

3
7
1
,
4
0
7

計

市
債

（
項
）

1
市
債

（
款
）

2
2

8
,
5
0
0

小
学
校
債

1
6
8
,
1
0
0

教
育
債

8
1
6
2
,
7
0
0

9
4
,
6
0
0

防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
債
（
小
学
校
整
備
事

8
,
5
0
0

業
）

5
9
,
6
0
0

中
学
校
債

2
6
,
6
0
0

合
併
特
例
事
業
債
（
中
学
校
整
備
事
業
）

防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
債
（
中
学
校
整
備
事

5
3
,
0
0
0

業
）

2
,
4
7
5
,
6
9
5

6
8
,
1
0
0

2
,
4
0
7
,
5
9
5

計



－
8
－

３
　
歳
　
出

（
款
）

9
教
育
費

（
項
）

2
小
学
校
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

1
学
校
管
理

1
3
8
,
5
4
4

1
2
,
8
3
7

1
5
1
,
3
8
1

4
,
2
7
9

8
,
5
0
0

5
8

1
4
工

事
請

負
費

1
2
,
8
3
7

小
学
校
営
繕
等
工
事
費

1
2
,
8
3
7

費

計
3
0
8
,
7
0
4

1
2
,
8
3
7

3
2
1
,
5
4
1

4
,
2
7
9

8
,
5
0
0

5
8

（
款
）

9
教
育
費

（
項
）

3
中
学
校
費

3
学
校
施
設

7
6
,
5
9
6

8
6
,
8
8
7

1
6
3
,
4
8
3

2
6
,
6
0
7

5
9
,
6
0
0

6
8
0

1
2
委

託
料

5
,
6
8
5

改
修
等
工
事
設
計
監
理
業
務
委
託
料

5
,
6
8
5

整
備
費

1
4
工

事
請

負
費

8
1
,
2
0
2

ト
イ
レ
改
修
工
事
費

8
1
,
2
0
2

計
1
8
9
,
9
8
4

8
6
,
8
8
7

2
7
6
,
8
7
1

2
6
,
6
0
7

5
9
,
6
0
0

6
8
0



第
３
３
号
議

案

　
（
総
則
）

第
１
条
　
令

和
２
年
度
宍
粟
市
の
病
院
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
収
益
的

収
入
及
び
支
出
の
補
正
）

第
２
条
　
令

和
２
年
度
宍
粟
市
病
院
事
業
特
別
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
３
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

（
科
目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

第
１
款

病
院
事
業
収
益

千
円

千
円

千
円

第
２
項

医
業
外
収
益

千
円

千
円

千
円

第
１
款

病
院
事
業
費
用

千
円

千
円

千
円

第
１
項

医
業
費
用

千
円

千
円

千
円

　
（
議
会
の

議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
経
費
の
補
正
）

第
３
条
　
予

算
第
７
条
に
定
め
た
職
員
給
与
費
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

（
科
目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

（
1）

職
員
給
与
費

千
円

千
円

千
円

　
　
令
和
３

年
３
月
１
０
日
提
出

 宍
粟
市
長
　
　
福
　
元
　
晶
　
三

-1
-

2,
29

5,
48
1

19
,8
52

2,
31
5,
33
3

4,
18

1,
80
5

19
,8
52

4,
20
1,
65
7

4,
03

2,
90
8

19
,8
52

令
和

２
年

度
宍

粟
市

病
院

事
業

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

７
号

）

収
　

　
　
入

支
　

　
　
出

4,
54

2,
28
6

19
,8
52

4,
56
2,
13
8

64
8,
30
9

19
,8
52

66
8,
16
1

4,
05
2,
76
0



-2
-

（
１

）
収

益
的

収
入

及
び

支
出

収
　

　
　

入
（

単
位

：
千

円
）

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

備
　

　
考

1
．

病
院

事
業

収
益

4
,
5
4
2
,
2
8
6

1
9
,
8
5
2

4
,
5
6
2
,
1
3
8

2
.
医

業
外

収
益

6
4
8
,
3
0
9

1
9
,
8
5
2

6
6
8
,
1
6
1

3
.
補

助
金

2
1
5
,
0
0
8

1
9
,
8
5
2

2
3
4
,
8
6
0

支
　

　
　

出
（

単
位

：
千

円
）

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

備
　

　
考

1
．

病
院

事
業

費
用

4
,
1
8
1
,
8
0
5

1
9
,
8
5
2

4
,
2
0
1
,
6
5
7

1
.
医

業
費

用
4
,
0
3
2
,
9
0
8

1
9
,
8
5
2

4
,
0
5
2
,
7
6
0

1
.
給

与
費

2
,
3
1
1
,
4
4
1

1
9
,
8
5
2

2
,
3
3
1
,
2
9
3

令
和

２
年

度
宍

粟
市

病
院

事
業

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

７
号

）
実

施
計

画



収
　
　
入

区
　
　
　
分

金
　
　
額

1．
病
院
事
業
収
益

4,
54
2,
28
6

19
,8
52

4,
56
2,
13
8

　
2．

医
業
外
収
益

64
8,
30
9

19
,8
52

66
8,
16
1

3.
　
補
助
金

21
5,
00
8

19
,8
52

23
4,
86
0
1
.
　
国
庫
補
助
金

1
9
,
8
5
2

支
　
　
出

区
　
　
　
分

金
　
　
額

1．
病
院
事
業
費
用

4,
18
1,
80
5

19
,8
52

4,
20
1,
65
7

　
1．

医
業
費
用

4,
03
2,
90
8

19
,8
52

4,
05
2,
76
0

1.
　
給
与
費

2,
31
1,
44
1

19
,8
52

2,
33
1,
29
3
2
.
 
（
手
当
）

1
9
,
8
5
2

(
1
)
医
師
手
当

3
,
1
1
1

(
2
)
看
護
師
手
当

1
0
,
8
4
7

(
3
)
医
療
技
術
員
手
当

2
,
3
7
3

(
4
)
事
務
員
手
当

4
3
2

(
5
)
労
務
員
手
当

1
9
2

(
6
)
会
計
年
度
任
用
職
員
手
当

2
,
8
9
7

夜
間

コ
ロ

ナ
病

床
等

安
定

運
用

手
当

　
1
,
7
2
8

院
内

感
染

防
止

業
務

手
当

　
1
6
,
8
8
4

-
3
-

夜
間

等
新

型
コ

ロ
ナ

患
者

等
診

療
手

当
　

1
,
2
4
0

(
単
位
：
千
円
）

説
　
　
　
　
　
　
明

計
節

(
単
位
：
千
円
）

説
　
　
　
　
　
　
明

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

患
者

等
入

院
受

入
医

療
機

関
緊

急
支

援
事

業
補

助
金

款
　
・
　
項

目
既
決
予
定
額

補
正
予
定
額

計
節

款
　
・
　
項

目
既
決
予
定
額

補
正
予
定
額

令
和

２
年

度
宍

粟
市

病
院

事
業

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

７
号

）
明

細
書
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